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第５章．居住誘導区域の設定 

５－１．居住誘導区域の設定方針 

・人口減少の中にあっても人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティの持続

的な確保を図ります。 

・本市における居住誘導区域は、用途地域から居住誘導区域に含むべきでないエリアを除いて設

定します。 

（１）区域に含むべきでないエリアの考え方 

・区域に含むべきでないエリアは、法令や都市計画運用指針を参考に以下のように定めます。 

分  類 名  称 区域に含めない理由 

災害リスクが高いエリア 

急傾斜地崩壊危険区域 都市計画運用指針における原則として含

まない区域 土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害は一旦発生すると被害が甚大で

あり、事前の予測・避難が困難で十分な対

策を行いにくい（都市計画運用指針では、

「適当でないと判断される場合は原則と

して含まない区域」） 

工業系用途地域 工業地域 

「主として工業の利便の増進を図る区域」

であり、将来的に居住を誘導する区域とし

ては不適切 

・準工業地域は、「主として軽工業等、環境悪化のおそれのない工業の利便を図る地域」であり、

風営法に係る施設や、危険性の大きい、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場を除

く施設の建築が可能となっています。 

・準工業地域の土地利用は、幹線道路沿道での商業系の土地利用や、住居系・商業系・工業系が

混在した土地利用等の多岐にわたるため、居住誘導区域に含めるかについては、ブロック単位

で検証することとし、以下の判断基準に全て該当する場合は居住誘導区域に含めないものとし

ます。 

判 断 基 準 

① 

都市計画マスタープランの土地利用方針において、居住を誘導する区域としては不適切な

工業系のゾーンとして位置付けられている。 

※商業系のゾーンについては、良好な居住環境、生活の利便性が確保されるかの視点を加

えて判断する。 

② 

現況土地利用（H28 都市計画基礎調査）において、住居系の土地利用が主体となっていな

い。または、市街化が見込めないまとまった農地が残存している。 

※まとまった住宅地が形成されていない地区では、区域内の住宅地の割合が 20％未満を居

住誘導区域に含めない目安とする。 

③ 
居住誘導区域としての一体性において、当該区域を居住誘導区域に含めない場合でも、居

住を誘導すべき区域としての一体性が確保できる。 

④ 鉄道の利便性において、日常生活に便利とされる駅勢圏（半径 800ｍ）に含まれない。 
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（２）居住誘導区域の妥当性の検証 

・設定された居住誘導区域に対して、以下の視点から妥当性の検証を行います。 

視点１．人口の集積状況（生活サービス機能やコミュニティの持続可能性） 

視点２．アクセス性（公共交通の利便性） 

視点３．身近な生活サービス施設の利便性（施設毎の利用圏域との整合） 
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５－２．法令、運用指針における除外区域、除外を検討すべき区域 

・現在の用途地域を基本として、法令や都市計画運用指針により、「居住誘導区域に含めない」、

「慎重に判断を行うことが望ましい」とされている区域について、越前市での指定状況等を検

証し、将来的に居住を誘導しない区域を除外します。 

■除外区域、除外を検討すべき区域 

区 分 
都市計画運用指針での

考え方 
対象地域（ゴシック：越前市が該当） 区域の設定 

法令の規

定により 

含まない

区域 

都市再生法第８１条第

１１項、同法施行令第２

２条により、次に掲げる

区域については居住誘

導区域に含まないこと

とされていることに留

意すべきである。 

ア．法第７条第１項に規定する市街化調整区域 

イ．建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項に規定する災

害危険区域のうち、同条第２項の規定に基づく条例により住居の用に供

する建築物の建築が禁止されている区域 

ウ．農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第

２項第１号に規定する農用地区域又は農地法（昭和２７年法律第２２９

号）第５条第２項第１号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域 

エ．自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項に規定する特

別地域、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条若しくは第２５

条の２の規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法（昭和４

７年法律第８５号）第１４条第１項に規定する原生自然環境保全地域若

しくは同法第２５条第１項に規定する特別地区又は森林法第３０条若

しくは第３０条の２の規定により告示された保安林予定森林の区域、同

法第４１条の規定により指定された保安施設地区若しくは同法第４４

条において準用する同法第３０条の規定により告示された保安施設地

区に予定された地区 

（該当なし） 

原則とし

て含まな

い区域 

次に掲げる区域につい

ては、原則として、居住

誘導区域に含まないこ

ととすべきである。 

ア．土砂災害特別警戒区域 

イ．津波災害特別警戒区域 

ウ．災害危険区域（２）イに掲げる区域を除く。） 

エ．地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する

地すべり防止区域 

オ．急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

除外 

適当でな

いと判断

される場

合は原則

として含

まない区

域 

次に掲げる区域につい

ては、それぞれの区域の

災害リスク、警戒避難体

制の整備状況、災害を防

止し、又は軽減するため

の施設の整備状況や整

備見込み等を総合的に

勘案し、居住を誘導する

ことが適当ではないと

判断される場合は、原則

として、居住誘導区域に

含まないこととすべき

である。 

ア．土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第６

条第１項に規定する土砂災害警戒区域 

イ．津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項に規定する津波災害警

戒区域 

ウ．水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項に規定する浸水想

定区域 

エ．特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３２条第１

項に規定する都市洪水想定区域及び同条第２項に規定する都市浸水想

定区域 

オ．土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第４

条第１項に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律第８条

第１項に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査

結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域 

指定状況を検

証した上で判

断 

慎重に判

断を行う

ことが望

ましい区

域 

次に掲げる区域を居住

誘導区域に含めること

については慎重に判断

を行うことが望ましい。 

ア．法第８条第１項第１号に規定する用途地域のうち工業専用地域、同項第

１３号に規定する流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されて

いる区域 

イ．法第８条第１項第２号に規定する特別用途地区、同法第１２条の４第１

項第１号に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限さ

れている区域 

ウ．過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在し

ている区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導

を図るべきではないと市町村が判断する区域 

エ．工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展

している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町

村が判断する区域

越前市の地域

特性を踏まえ

た独自の検討

を行う 
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５－３．「適当でないと判断される場合は原則として含まない区域」の検討 

（１）土砂災害警戒区域 

・土砂災害警戒区域は、「急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生

じるおそれがあると認められる区域」であり、越前市の用途地域内またはその隣接部では、村

国山、茶臼山、妙法寺山の周辺部、また、粟田部地区及び岡本地区の山際等が、「原則として含

まない区域」である土砂災害特別警戒区域と連続して指定されています。 

・こうした指定状況に加えて、以下の判断理由に基づき、将来的に居住誘導を図る区域としては

適当でないと判断し、「居住誘導区域には含めない」ものとします。 

■用途地域の指定状況と土砂災害警戒区域 

【越前市における判断理由】 

・県内、および県外他都市の立地適正化計画においても土砂災害警戒区域は居住誘導区域には含め

ていない。 

・土砂災害は、平成 26年の広島市の例にもみられるように、一旦発生すると被害が甚大となる。 

・土砂災害は、事前の予測・避難が困難で十分な災害対策を行いにくい。（天候の急変により災害

が急に発生するため、避難が間に合わない） 



- 95 - 

（２）浸水想定区域 

・浸水想定区域は、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、越前市では日野川沿い

が広域にわたって指定されているほか、ＪＲ武生駅周辺、味真野市街地や今立市街地の一部で

も指定されています。 

・吉野瀬川については、用途地域内の一部で 2.0～5.0ｍ未満の浸水が想定されている区域もあり、

これまでにも何度か浸水被害に見舞われています。ただし、平成 29 年度内の完成を目標として

放水路を整備中であり、今後治水安全度の向上が見込まれています。 

・今後とも、下表に示すハード・ソフトの両面からの計画的な浸水対策に加えて、事前の避難の

可能性を考慮して、「居住誘導区域に含める」ものとします。 

【ハード面】 

・内水浸水1対策事業計画に基づく整備推進 

・雨水幹線の計画的な整備推進 

【ソフト面】 

・洪水ハザードマップ2のＨＰでの公開、対象町内への配布 

・一斉電話配信システムによる情報伝達体制の整備 

・屋外拡声器及びサイレン等を用いた浸水・土砂災害警戒情報、避難情報、気象情報の発信 

・浸水・土砂災害を想定した市総合防災訓練の実施 

■浸水想定区域の分布状況 

1内水浸水…洪水（又は外水）に対し、堤防の内側、すなわち市街地にある水、たとえば下水管などが溢れることによる浸水。 
2洪水ハザードマップ…洪水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な事項等を記載した地図。 

吉野瀬川放水路を整備中 
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５－４．「慎重に判断を行うことが望ましい区域」の検討 

・「慎重に判断を行うことが望ましい区域」については、「幹線道路沿道等に準工業地域の指定が

多い（全用途地域の 28％）」という越前市の地域特性を考慮し、「工業地域、準工業地域」につ

いて検討を行うこととします。 

（１）工業地域 

・本市の工業地域は、武生市街地の旧国道８号の沿道や日野川とＪＲ北陸本線に挟まれた区域に

指定されているほか、国高市街地、今立市街地、味真野市街地の一部にも指定されています。 

・工業地域は、「主として工業の利便の増進を図る地域」であり、住宅や店舗は建てられますが、

危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場を含む全ての工場の建築が

可能であり、病院や小中学校等の日常生活に不可欠な施設の建築が不可能なため、将来的に居

住を誘導する区域としては不適切な地域です。 

・また、現況の土地利用からも工業系の土地利用が顕著であるため、「居住誘導区域には含めない」

ものとします。 

■用途地域内の建築物の主な制限（出典：福井県の都市計画）
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■工業地域の指定状況 

■工業地域の土地利用現況（出典：平成 28年度都市計画基礎調査） 
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（２）準工業地域 

・本市の準工業地域は、武生市街地の国道８号や旧国道８号の沿道、北日野の問屋団地周辺、福

井鉄道の家久駅や北府駅周辺等に指定されているほか、今立市街地の南部、味真野市街地の北

部にも指定されています。 

・準工業地域は、「主として軽工業等、環境悪化のおそれのない工業の利便を図る地域」であり、

風営法に係る施設や、危険性の大きい、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場を除

く施設の建築が可能となっています。 

・現況の土地利用は、幹線道路沿道での商業系の土地利用や、住居系・商業系・工業系が混在し

た土地利用等の多岐にわたるため、居住誘導区域に含めるかについては、ブロック単位で検証

することとし、以下の判断基準に全て該当する場合は居住誘導区域に含めないものとします。 

■準工業地域を居住誘導区域に含めるかどうかの判断基準 

判 断 基 準 

① 

都市計画マスタープランの土地利用方針において、居住を誘導する区域としては不適切な

工業系のゾーンとして位置付けられている。 

※商業系のゾーンについては、良好な居住環境、生活の利便性が確保されるかの視点を加

えて判断する。 

② 

現況土地利用（H28 都市計画基礎調査）において、住居系の土地利用が主体となっていな

い。または、市街化が見込めないまとまった農地が残存している。 

※まとまった住宅地が形成されていない地区では、区域内の住宅地の割合が 20％未満を居

住誘導区域に含めない目安とする。 

③ 
居住誘導区域としての一体性において、当該区域を居住誘導区域に含めない場合でも、居

住を誘導すべき区域としての一体性が確保できる。 

④ 鉄道の利便性において、日常生活に便利とされる駅勢圏（半径 800ｍ）に含まれない。 

■準工業地域の指定状況 
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■準工業地域をブロック単位で設定 

■準工業地域についての検証結果のまとめ 
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■準工業地域についての検証（その１） 
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■準工業地域についての検証（その２） 
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■準工業地域についての検証（その３） 
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■準工業地域についての検証（その４） 
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■準工業地域についての検証（その５） 
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■準工業地域についての検証（その６） 
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■準工業地域についての検証（その７） 
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■準工業地域についての検証（その８） 
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５－５．居住誘導区域の設定 

・用途地域のうち、居住誘導区域に含むべきでないエリアは、工業地域の全て、準工業地域の一

部、および災害危険区域となり、用途地域面積に対し、約８割が居住誘導区域の面積となりま

す。 

■居住誘導区域の面積 

Ａ．用途地域面積 

（ha） 

Ｂ．居住誘導区域 

（ha） 
Ｂ/Ａ 

武生 990 862 87％ 

国高 460 328 71％ 

今立 242 196 81％ 

味真野 124 112 90％ 

北日野 60 42 71％ 

合計 1,875 1,539 82％ 

■居住誘導区域 

居住誘導区域

凡  例 

    住居系用途地域 

    商業系用途地域 

    工業地域 

    準工業地域 
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５－６．居住誘導区域の検証 

（１）人口の集積状況（2040 年人口密度）による検証 

・今回の居住誘導区域で、2040 年における現在の用途地域に配分される人口を全て収容するとし

た場合、居住誘導区域の人口密度は 24.0 人/ha となり、現在の用途地域全体の人口密度（25.6

人/ha）よりも約 6％低下することとなります。 

■居住誘導区域の人口密度 

2010 年 2040 年 （2040 年）－（2010 年） 

人口 

（人） 

人口密度 

（人/ha） 

人口 

（人） 

人口密度 

（人/ha） 

人口 

（人） 

人口密度 

（人/ha） 

武生 30,235 30.6 23,015 26.7 -7,220 -3.9 

国高 8,564 18.6 7,002 21.4 -1,562 2.8 

今立 6,558 27.1 4,836 24.7 -1,722 -2.4 

味真野 1,665 13.5 1,227 11.0 -438 -2.5 

北日野 947 15.9 919 21.8 -28 5.9 

合計 47,969 25.6 36,999 24.0 -10,970 -1.5 

・人口はいずれも現在の用途地域内を対象（2040 年は人口問題研究所による推計値） 

・人口密度は、2010 年は現在の用途地域、2040 年は居住誘導区域により算出 

■人口の集積状況による検証 

居住誘導区域
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（２）アクセス性（公共交通の利便性）による検証 

・公共交通の利便性の高い区域は、鉄道駅の周辺と、拠点間を連絡する路線バスの沿線に限定さ

れていますが、居住誘導区域内は、市民バスによるネットワークが確保されています。 

・今後とも、主に拠点間を連絡する基幹的な公共交通軸のネットワークの維持、サービス水準の

向上を図るとともに、基幹的な公共交通軸を補完するバスについてもネットワークの維持を図

ることが重要となります。 

■アクセス性（公共交通の利便性）による検証 

居住誘導区域
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（３）身近な生活サービス施設の利便性（施設ごとの利用圏域との整合）による検証 

① 医療施設 

・医療施設については、国高市街地北部や味真野市街地東部、北日野市街地以外は概ね利用圏域

に含まれています。 

■医療施設の利便性による検証 

※診療所は、診療科目に内科または外科を含む施設を対象

居住誘導区域

半径 800ｍ 

（一般的な徒歩圏） 

半径 500ｍ 

（高齢者の徒歩圏） 
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② 高齢者福祉施設 

・高齢者福祉施設については、武生市街地の中心部に集積しており、武生市街地南部、今立市街

地南部、味真野市街地、北日野市街地の一部が利用圏域に含まれていません。 

■高齢者福祉施設の利便性による検証 

居住誘導区域

半径 800ｍ 

（一般的な徒歩圏） 

半径 500ｍ 

（高齢者の徒歩圏） 
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③ 商業施設 

・商業施設については、利用圏域に含まれない区域はほとんどなく、利用圏域とほぼ整合がとれ

た指定となっています。 

■商業施設の利便性による検証 

居住誘導区域

半径 800ｍ 

（一般的な徒歩圏） 

半径 500ｍ 

（高齢者の徒歩圏） 
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④ 子育て関連施設 

・子育て関連施設については、武生市街地南部や国高市街地北部以外は概ね利用圏域に含まれて

います。 

■子育て関連施設の利便性による検証 

半径 800ｍ 

（一般的な徒歩圏） 

居住誘導区域

半径 500ｍ 

（高齢者の徒歩圏） 

● 子育て支援センター 

● 幼稚園 

● 保育園・こども園 

● 児童センター・児童館 


